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地区計画の見直し方針の概要 

 

地区計画は、地区内の住民・地権者・事業者等（以下「住民等」という。）にとっての良好な市

街地環境の形成又は保持のための地区施設及び建築物の整備並びに土地利用に関する一体的かつ

総合的な計画です。 

千代田区では、昭和60年に「有楽町日比谷地区地区計画」を都市計画決定し、これまでに41地区

の地区計画を定めてきました。 

各地区計画においては、地区計画を活用して地域特性に応じた街並みや市街地環境の維持・形成、

住宅床の確保等を適正に誘導するため、個別建築物の建替えルールを地区ごとにきめ細かく定め、

運用してきました。 

今回、地区計画の策定後、一定期間が経過したことに伴う都市の変化により、地区の課題や地区

に求められる価値が変化したことから、住民等の皆様が地区計画を柔軟に見直すことができるよ

う、方針や手続きを明確にするため、地区計画の見直し方針を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［凡 例］    一般型地区計画（24 地区） 

   千代田区型地区計画（12 地区） 

   再開発等促進区を定める地区計画（５地区） 

 

背 景 
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千代田区では、居住機能の回復を目指す千代田区街づくり方針や千代田区都市計画マスタープ

ランを定めて、様々なまちづくりの取組みを進めてきました。 

平成 10 年３月に策定した都市計画マスタープランでは、地域それぞれの特性に応じた建築・開

発の誘導、住機能の回復に向けた施策などを示してきました。 

そのため、地区計画では、地区特性に応じた街並みや市街地環境の維持・形成、住宅床の確保等

を適正に誘導する個別建築物の建替えルールをきめ細かく定めてきました。 

これらの結果、平成 25 年には、平成４年に区の基本構想で目標に掲げた定住人口５万人を達成

しています。 

 
社会・価値観、地区の課題、法律、条令・制度の変化に対応しつつ、令和３年に改定した都市計

画マスタープラン（以下、「改定都市計画マスタープラン」という。）の将来像「つながる都心」の

実現を目指すため、地区計画においても新たな地域課題に対応していけるよう、地域と連携し

ながら見直しを検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地区計画の見直し方針は、改定都市計画マス

タープランで定めた地域ごとの将来像の実現に

向けて、地区計画を地区ごとの新たな課題や

現況に即したものとするための指針となりま

す。そして、それぞれの地区において、住民等

が主体となって地区計画の見直しの必要性の

有無を検討し、見直しを進める際の方向性を

示すものとなります。 

なお、地区計画の定められていない地域にお

いて、新たに地区計画の策定を検討する場合は、

本方針に準じて検討を進めることとします。 

千代田区のまちづくり 

地区計画の見直しの必要性 

地区計画の見直し方針の意義・位置づけ 

地区計画で 
対応可能 

地区計画では 
対応困難 

地区計画における課題 
まちづくりの課題 

千代田区都市計画マスタープラン 

地区計画の見直し方針 

検討・検証 

見直し等 
が必要 

見直し等 
は不要 

地区計画の 
維持・運用 

地区計画の 
見直し・策定 

別制度で対応 

千代田区都市計画 
マスタープラン 

［平成 10 年３月策定］ 

千代田区都市計画 
マスタープラン 

［令和３年５月改定］ 

時代・社会の変化に対応し、随時見直し 

見 直 し を 行 う 
地 区 計 画 現 在 の 地 区 計 画 

社 会 ・ 価 値 観 の 変 化 

地 区 の 課 題 の 変 化 

法律、条例・制度の変化 



第２章 

3 

地区計画の効果検証・課題整理 

地区計画の見直しに向けた検討にあたっては、地区計画の策定後、まちづくりにどのような影響

を与えてきたかを知るため、効果を検証し、課題を整理する必要があります。 

そのため、今回は「用途誘導」、「地区施設の創出」、「目標の進捗」の「３本柱」で効果を検証し、

地区計画では解決できなかった課題や、時代・社会の変化とともに新たに出てきた課題等について

整理します。 

 

■ 検証イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 検証地区の選定基準 

① 地区計画が策定され、長い期間が経過した地域 

② 建て替わり等による機能更新が進んでいる地域 

※ 選定基準によるものとは別途比較検討を行うため、地区計画のない地域も検証 

 

なお、今回の検証は、該当地区の地区計画の見直しを進めるための検証ではなく、参考事例とし

て行ったものです。 

今後、地区計画の見直しを検討する際には、地区ごとに検証する必要があります。 

 

 

見直し方針で検証を行う３本柱 

地区施設の創出 目標の進捗 用途誘導 

地区計画の種類別に成果・課題を抽出 

千代田区型地区計画 一般型地区計画 
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■ 検証地区の一覧 

地区計画の種類・名称 区域面積 用途地域 地区計画の目標 

 

 

三番町地区地区計画 

平成 18 年９月 14 日決定 

約 20.7ha 

・第一種住居地域 

・第二種住居地域 

・第一種文教地区 

・第二種文教地区 

・第二種中高層階

住居専用地区 

・中高層の街並み形成 

・良好な住環境の維持・保全 

・緑豊かな空間の創出、ゆとりや

うるおいのある街並み形成 

・多様な住宅供給の誘導 

・商業機能・住居機能の維持 

・創出 

 

 

 

［街並み誘導型 

＋ 用途別容積型］ 

岩本町東神田地区 

地区計画 

平成 12 年３月 28 日決定 

平成 16 年６月 21 日変更 

約 33.8ha ・商業地域 

・住宅の供給誘導 

・公共施設の整備 

・土地の有効・高度利用 

・安全でゆとりある歩行空間の 

確保 

 

 

 

神田神保町 
一・二丁目の一部 

約 12ha 

・商業地域 

・第二種文教地区 

・第四種中高層階

住居専用地区 

 

 

 

 
３本柱で効果を検証した結果、「千代田区型地区計画」が導入された地区では、良好な市街

地環境の形成へつながり、住宅用途の誘導など、「量」に対する一定の効果がありましたが、社

会情勢や人々の価値観の変化により、住環境の「質」については課題が残りました。 

「一般型地区計画」が導入された地区でも、街並み形成や緑の創出については一定の効果が

ありましたが、生活利便機能の創出には課題が残りました。 

 

 
社会状況の変化や住民のニーズの多様化など、千代田区のまちづくりを取り巻く環境の変化に

伴い、住宅の「量」の重視から地区に求められる「質」の重視に転換したまちづくりを進めて

いく必要があります。 

地区計画は、住民等が主体となり、柔軟に建築行為に制限などルールを設け、誘導できる制度で

す。特に、住民等が今後のまちづくりをどのようにしていくのかを考えること、さらに運用・

管理まで検討することが重要な視点となります。 

 

Ａ 

一般型地区計画 

Ｂ 

千代田区型地区計画 

Ｃ 

地区計画のない地域 

効果検証の結果 

今後の視点 
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地区計画の見直しの方針 

■ 地区計画の見直し・検討する際に必要な３つの方針 

 

方針１ 地区特性や目指す将来像に対応した規制・誘導 

 
 

方針２ 住機能の量だけでなく、地域の「質」向上を誘導 

 
 

方針３ 地区に関わる多様な人の意見集約 

■ 方針のポイント 

方針１は、地区のまちづくりを取り巻く環境の変化や地区計画の進捗等

に応じて、地区計画を柔軟に運用していくための重要な方針になります。 

地区計画の見直しにあたっては、地区の皆様の意見集約を行った上で、区域

内の一部の変更や、地区の現状に合わせたメニューの選択、区域の再編（拡

大・縮小・統合等）など、柔軟に変更していくことが大切です。 

守っていきたい地区の特性や個性を活かしたまちづくりは、重要な観点と

なります。 

１

２

３

■ 方針のポイント 

方針２は、地区計画策定当時に掲げていた目標に一定程度の成果が見込

まれ、目標に変化が生まれている地区にとって重要な方針になります。 

住環境の「質」の向上が求められる声は高まっており、地区の皆様で「質」

につながる用途の検討が必要となります。 

「質」の向上には、地区の皆様が選択できる地区計画のメニューを充実さ

せることが大切です。具体には、高度利用型地区計画のような新たな仕組

みづくりが必要となります。 

１

２

３

■ 方針のポイント 

地区計画は、地区の皆様が中心となって考えてつくるため、地区の皆様と

コミュニケーションを図ることが大事です。 

地区の将来像を地区の皆様と共有できる側面をもっていることから、地区

の皆様が議論できる場の創設や検討を区がサポート（支援）していきます。 

検討にあたっては、早期の段階から手続きの客観性、透明性を高め、段階的に

合意を得ながら計画の熟度を高めていくことが必要となります。 

方針３は、法定手続きの前に、地区の皆様の幅広い意見、多様な要望を

集約し、地区計画制度の検討を進めるための重要な方針となります。 

１

２

３

４

地
区
計
画
の
見
直
し
「
３
方
針
」 
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■ 方針１のイメージ図：地区特性や目指す将来像に対応した規制・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 方針２のイメージ図：住機能の量だけでなく、地域の「質」向上を誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討・検証 策定時 方 針 

住民・地権者・事業者等の皆様が確認 

現 在 

課題 

あり 

課題 

あり 

課題

なし 

課題

なし 

 
進捗確認
と効果 
検証 

 
進捗確認
と効果 
検証 

変化 

なし 

変化 

あり 

地区計画の 

維持・運用 

地区のまちづくりを 

取り巻く環境 

地区計画の 

見直しの検討 

地区計画の 

維持・運用 

地区計画の 

見直しの検討 

守っていきたい 

まちの特性や個性 

一般型 

地区計画 現 
 

在 

方 
 

針 

千代田区型 

地区計画 

一般型 

地区計画 

千代田区型 

地区計画 

 

 

地区計画 

［用途別容積型］ 

（住宅） 

＋ 

［街並み誘導型］ 

［用途別容積型］ 

（住宅） 

＋ 

［街並み誘導型］ 

［高度利用型］ 

＋ 

［街並み誘導型］ 

新たな仕組み 

＋ 
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実現への進め方 

地区の良好なまちづくり（理想像）を実現し、地区にとっての QOL（生活の質）の向上につなげ

るため、地区の住民等の皆様で地区計画について考えることは重要です。 

本章では、地区計画の策定または見直しをするための進め方として、「５ステップ」を示します。 

５ステップは、基本となる手続きの手順、進め方を分かりやすくすることで、地区計画の検討を

地区の皆様と区（行政）が同じ方向を向き、足並みを揃えていくための道筋を示すもので、地区の

状況によって柔軟に変化させていくことが大切です。 

 

■ 検討フロー図［５ステップ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 現行の地区計画と現在の

地域課題や社会変化の対

応状況の確認 

■ 地域に必要な機能の検討 

■ 地域で大事にしていきた

いものの検討 

ステップ１ 

議論の場の立ち上げ 

ステップ２ 

問題点・課題の整理 

ステップ３ 

将来像の共有 

内容の検討 

ステップ４ 

ステップ５ 

意見集約 

■ 地域に関わる多様な人た

ちとの将来像の共有 

■ 将来像の実現に向けた地

区計画の内容検討 

■ 地区計画で対応できない

課題等の整理 

         など 

住民・地権者・事業者等 行  政 

専
門
家
等
の
派
遣 

な
ど 

勉
強
会
・
協
議
会
の
開
催
支
援 

各
種
デ
ー
タ
の
提
供 

支 

援 

支 

援 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施 

な
ど 

説
明
会
の
開
催 

各
種
制
度
の
情
報
提
供 

千
代
田
区
は
、
法
定
手
続
き
前
に
地
区
の
意
見
集
約
を
行
い
ま
す
。 

地
区
計
画
原
案 
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告
・
縦
覧 

都
市
計
画
法
手
続
き
フ
ロ
ー 

法 16 条② 

[２週間] 

地
区
計
画
案 

公
告
・
縦
覧 

都
市
計
画
審
議
会 

告
示
・
縦
覧 

地
区
計
画
案
の
作
成 

地
区
計
画
の
決
定 

法 17 条① 法 19 条① 

[２週間] 

法 20 条 

条 

例 

化 

都市計画法に基づく策定手続き 

専 門 家 

支 援 


